
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
二
号

平
成
十
九
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
指

定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
十
月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
七
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
の
表

の
項
中
「徳

島
赤
十
字
ひ
の
み
ね
総
合
療
育
セ
ン
タ

ー
」
を
「徳

島
赤
十
字
ひ
の
み
ね
医
療

55

療
育
セ
ン
タ

ー
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「介

護
医
療
院
名
東

」
を
「名

東
天
満
介
護
医
療
院

」
に
改

147

め
る
。

三
の
表

の
項
中
「徳

島
赤
十
字
障
が
い
者
支
援
施
設
ひ
の
み
ね

」
を
「徳

島
赤
十
字
ひ
の
み
ね
医
療

3

療
育
セ
ン
タ

ー附
属
支
援
施
設

」
に
改
め
る
。


